
 

2025年度 豊岡市中小企業融資 
設備資金、運転資金に活用ください 

□□□□□□   融 資 条 件   □□□□□□ 
資 金 名 短期融資 長期融資 

受 付 期 間 
２０２５年４月１日融資申込受付分から２０２６年３月３１日融資実行分まで 

（兵庫県信用保証協会（以下「保証協会」という。）受付日も、２０２６年３月３１日が期限となります。） 

融資限度額 
短期・長期・あわせて１企業２，０００万円まで 

（既に市制度融資の借入がある方は、２，０００万円との差額分となります。） 

融 資 利 率 年１．５％ 
年１．８％ 

（豊岡市環境経済認定事業は 
年１．７％） 

年１．９％ 
（豊岡市環境経済認定事業は 

年１．７％） 

融 資 期 間 １年以内 
１年超５年以内 

（１年以内据置可） 

５年超１０年以内 

（１年以内据置可） 

融資対象者 

市税を滞納していない中小企業者、組合、ＮＰＯ法人等で、下記①～③のいずれかに該当す
る方。 
ただし、保証協会の保証を利用する場合は、下記①に該当する方に限る。 
① 市内に１年以上主たる事業所を有し、同一事業を引き続き１年以上営んでいる方 
② 市内に１年以上居住し、市内に主たる事業所を有する方 
③ 市内に１年以上居住し、市内に主たる事業所を開設しようとする方 

資 金 用 途 

設備資金及び 

運転資金 

設備資金及び運転資金 

（環境経済認定事業は設備資金のみ） 

※借換資金としての利用はできません。 

返 済 方 法 
一括返済又は 

分割返済 
分割返済 

融 資 方 法 取扱金融機関の定めるところによる。 

信 用 保 証 
取扱金融機関が必要と認めるときは、保証協会の保証を付するものとし、保証期間は１０年以内、保証
条件は保証協会の定めるところによる。保証料は、借受人の負担とする。 

担 保 
無担保とする。ただし、取扱金融機関又は保証協会が必要と認めるときは、担保を徴することができ

る。 

保 証 人 
取扱金融機関が必要と認めるときは、取扱金融機関が適当と認める連帯保証人を１名以上（法人の場合
は、代表者を含む。）必要とする。また、保証協会の保証を受ける場合は、保証協会の定めるところに
よる。 

取扱金融機関 
及び申込先 

但馬銀行、みなと銀行、但馬信用金庫、たじま農業協同組合、兵庫県信用組合 

申 込 み に 
必要な書類 

① 融資申込書 
② 市税の調査に関する同意書 
③ 豊岡市環境経済事業認定書の写し（豊岡市環境経済認定事業のみ） 
④ 融資対象者欄の①～③のいずれかに該当する方であることが分かる書類（登記事項証明
書、住民票等） 

問 合 せ 先 〒668-8666 豊岡市中央町２番４号 豊岡市環境経済課 ℡２３－４４８０ 

※金融情勢の変化に応じて、年度内に条件を見直す場合があります。      （2025年４月１日現在） 


